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平成23年１月26日 

各  位 

会 社 名  インスパイアー株式会社 

代表者氏名  代表取締役社長  駒澤 孝次 

（大証ＪＡＳＤＡＱ、コード番号：２７２４ ） 

問 合 せ 先  経営企画室 室長 本多  隆 

電 話 番 号  ０３－３２８９－６６５１ 

 

第三者割当による新株予約権の発行中止に係る内部調査報告に関するお知らせ 
 

当社は、平成 22 年 11 月 26 日（金）開催の当社取締役会にて発行を決議いたしました第三者

割当による第 38 回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）につき、割当予定先の１社で

ある Sun Hung Kai Investment Services Limited（以下、「SHKIS 社」という。）から、本新株

予約権の割当の引受けにつき SHKIS 社として承諾した事実はないとの書簡による通知（以下、

「レター」という。）を受領したため調査・調整を行いましたが、本新株予約権の効力発生日まで

に解決の目処が立たなかったため、平成 22 年 12 月８日（水）開催の当社取締役会にて本新株予

約権の発行を中止する旨の決議を行った事案（以下、「本件事案」という。）につきまして、以下

のとおり外部有識者による調査委員会による調査報告を踏まえた内部調査報告書（以下、「本報告

書」という。）を取り纏めましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．本件事案に係る当社対応に関する状況報告について 

当社では、平成 22 年 12 月６日付「第三者割当による第 38 回新株予約権の割当予定先から

の当該新株予約権の引受けに関する見解の書面の受領に関するお知らせ」、平成 22 年 12 月８

日付「第三者割当による新株予約権の発行中止に関するお知らせ」、平成22年12月９日付「第

三者割当による新株予約権の発行中止の発生事由の調査の経過に関するお知らせ」にてお知ら

せいたしましたとおり、本件事案が発生いたしました。 

当社では、平成22年12月６日以降にSHKIS社から送付されてきた、本件事案に対してSHKIS

社の会社責任は不存在である旨の主張が明記された３通のレターに対して、当社よりSHKIS社

に対して、当社正当性の主張並びにSHKIS社の責任の明確化、本件事案の発生原因に係る調査

要請等について書簡をもって通達を行い、本件事案の解決に向けた対応を行ってまいりました

が、両社の見解は平行線を辿り、具体的な解決の糸口が見えない状況となっておりました。 

そのような状況の中で、平成 22 年 12 月 21 日（火）付にて香港地域で活動する現地弁護士

事務所の所属弁護士からメールと FAX にて SHKIS 社の代理人弁護士となった旨の通知を受領

いたしました。 
当社では、前述の通知を受け、本件事案の今後の対応と早期解決において法律専門家の助言

と業務手続きが不可欠であるとの判断から、平成 22 年 12 月 24 日（金）に、中国・香港地域

の法制度や商習慣に十分な知見を有する法律専門家である弁護士法人キャスト（東京都港区愛

宕２丁目５番１号、代表弁護士 村尾龍雄 氏）（以下、「キャスト」という。）所属弁護士に相

談し、その後速やかに本件事案に関してSHKIS 社に対して損害賠償請求等を行う業務（以下、

「本件業務」という。）を委嘱いたしました。 

当社代理人弁護士であるキャスト担当弁護士は、速やかに本件業務の遂行に必要な作業を進

めており、現在、SHKIS 社の代理人弁護士の担当弁護士との間で、本件事案の解決に向けた交

渉・協議を継続している状況でございます。 
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なお、本件事案の解決に向けた SHKIS 社との交渉・協議の状況詳細につきましては、マー

ケット・投資家の皆様にも別途ご報告差し上げる予定ではおりますが、当社代理人弁護士との

協議の結果、現段階の交渉・協議の過程において情報を開示することは、本件事案の交渉・協

議の方向性に影響を及ぼす可能性があるため、当社と SHKIS 社との間で一定の方向性が確定

した段階で、適時開示にてマーケット・投資家の皆様に対してご報告させていただきたく考え

ております。 
また同様の、当社及び SHKIS 社の代理人弁護士を通じて交渉・調整しております本件事案

の解決に向けた申入れ提案の内容につきましては、現時点で双方の合意が得られたものではな

く確定的な状況ではないため、現時点でのご報告は差し控えさせていただきます。 
 
 

２．本件事案に係る当社内部調査報告について 

当社といたしましては、SHKIS社より受領したレターの内容が正しいとの前提においては、

当社発行の第三者割当による新株予約権の発行における割当予定先の１つである SHKIS 社の

窓口担当者が SHKIS 社の正式な決裁手続きを経ずに行った独断専行での業務遂行が、本件事

案の発生の主たる原因であると認識しております。 
しかしながら、当社といたしましても、当社新株予約権の発行に係る業務プロセスにおける

必要十分な整備と運用が行われていれば、本件事案の発生を未然に防止するための十分な対応

が可能であったとの観点から内部調査を行った結果、当社新株予約権の発行に係る業務プロセ

スにおける当社内部の問題点の存在について、以下のとおり認識しております。 
 

（１）本件事案に係る当社における問題点について 
当社といたしまして、本件事案の発生に係る当社における問題点について、当社代表取締役

社長駒澤孝次、同代表取締役専務田頭純一、同取締役（社外）野瀬有孝、当社経営企画室長本

多隆を中心に内部調査・検討を行った結果、現段階において以下のとおりと認識しております。 
 

① ファイナンス業務において、迅速なファイナンスを追求するあまり、各種証憑の取得や情

報の確認等の業務プロセスが必要十分かつ適時性をもって行われなかったこと。 
② ファイナンス業務において、社内での十分な検討に必要となる、第三者割当における割当

予定先の選定に係る明確な基準の設定が成されていなかったこと。 
③ ファイナンス業務実務が、担当部門の１名の担当者に依存する状況となっており、社内に

おける相互チェック体制が十分に機能していなかったこと。 
④ 会社の重要事項について審議・検討する会議体に関する議事録等の証憑を残すことを明示

した社内規程による定めが遵守されなかったこと。 
⑤ 監査法人や公認会計士、弁護士、証券会社等の外部専門家への相談・確認を行うための連

携が十分に行われなかったこと。 
※ 上記①及び③に起因して、当社内部調査の結果、割当予定先である SHKIS 社の会社情報

に係る事実関係の確認の不備並びに社内相互チェックの不足により、平成 22 年 11 月 26
日付の適時開示「第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行及びコミットメ

ント条項付第三者割当契約に関するお知らせ」の 16 ページ「６．割当予定先の選定理由

等（１）新株予約権の割当予定先」の SHKIS 社情報の一部において、誤った情報が記載

されていることが確認されております。 
  つきましては、本日適時開示にてお知らせいたしました「（訂正）第三者割当による行使

価額修正条項付新株予約権の発行及びコミットメント条項付第三者割当契約に関するお

知らせ」をご参照くださいますようお願いいたします。 
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（２）本件事案に係る当社の問題点の改善措置について 
前述の内部調査・検討により確認された本件事案の発生に係る問題点を踏まえて、当社とい

たしましては、以下のとおりの改善措置を速やかに実施するものといたします。 
 

① ファイナンス業務における必要資料一覧の作成 
ファイナンス業務において、ファイナンス業務における業務プロセス上の遺漏を排除する

ための整備を、平成 23 年１月末を期限として実施いたします。 
特に、実務担当者の属人的な知識・経験に頼らざるを得ない事態を低減させるために、関

係者がファイナンス業務の必要手続きを把握できるための業務フロー並びに事前準備及び

発行決議当日までに必要となる情報・書類・証憑等に関する必要書類名、取得時期、提出者・

準備者等を纏めた一覧を、平成 23 年１月末を期限として整備いたします。 
② 第三者割当における割当予定先の選定基準の策定 

ファイナンス業務において、第三者割当により実施する場合の割当予定先の選定において

当社が確認及び留意すべき事項を明確化すると同時に、割当予定先の意図・投資ポリシー等

を確実に把握するために、割当予定先の選定に係る確認・検討事項を明確にした選定基準の

整備を、平成 23 年２月末を期限として実施いたします。 
③ 社内相互チェック体制の整備 

当社のファイナンス業務・適時開示等を含む IR 業務等の経営企画業務につきましては、

経営企画室の１名の担当者に依存しておりましたので、代表取締役社長の直接管掌部門であ

る経営企画室に、社内人員構成の状況から兼任とはなってしまいますが、少なくとも１名の

人事異動を行い、経営陣を含めた当該部門における業務ナレッジの分散と複数名による相互

チェックが行われる組織・業務体制へと、平成 23 年２月末を期限として移行させることと

いたします。 
④ 社内指導・勉強会の実施 

各会議体の議事録につきましては、当社社内規程に則して、今後作成が確実に行われるよ

うに、平成 23 年１月末を期限として速やかに全社に周知徹底してまいります。 
また、社内規程の実効性を高めるべく、まずは当社役員・従業員に対する社内規程の周知徹

底を目的とした説明会・勉強会を、同じく平成 23 年１月末を期限として第１回を開催し、

以降は各規程の改廃がある毎に適宜開催してまいります。 
⑤ 外部専門家との定例会の設置 

当社常勤取締役及び役職員に対して、当社の今後の経営に反映させるべく、コンプライア

ンス、コーポレートガバナンス、ファイナンス等に関して当社に対する客観的かつ具体的意

見・提言等を行っていただくことを目的とした、当社会計監査人である監査法人や公認会計

士、弁護士、フィナンシャル・アドバイザー等の外部専門家とのミーティングを、平成 23
年２月末を期限として第１回を開催（以降は定期・不定期での開催）することとし、上場企

業として株主、投資家、証券市場等のステークホルダーに対する信頼と責任の重要性の認識

や、適正なファイナンスの実現を強く志向する企業風土の醸成のための意識改革等について

教育してまいります。 
  
 

３．本件事案に係る外部有識者による調査委員会の調査報告について 

当社では、本件事案に関する当社における問題点の抽出と再発防止に向けた改善措置の実施

に向け、当社と利害関係のない社外の専門家３名（弁護士１名、公認会計士１名、金融専門家

１名）を調査委員として選任し、外部有識者による調査委員会（以下、「調査委員会」という。）

を発足いたしました。 
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なお、調査委員会は、本件事案に係る当社内部調査に対してアドバイス等のご支援を頂戴し

たアルバース証券株式会社（東京都渋谷区渋谷３丁目29番24号）に対する業務委託に基づき設

置されたものであります。 

調査委員会は、本件事案に係る当社内部調査による社内手続きにおける発生原因と問題点の

抽出及び再発防止のための改善措置等について、専門的立場から評価と提言を行っていただく

ことを目的として発足したものであります。 

 

なお、調査委員会のメンバーは次ページのとおりとなります。 

また、調査委員会の調査報告書につきましては、別紙にて添付いたしました。 

 

外部有識者による調査委員会メンバー（敬称略） 

委員長 
北村 克己 弁護士 白石篤司法律事務所 所属 

委員 
 幾石  純 投資等専門家 いわかぜキャピタル株式会社 取締役 兼 CFO 

 青島 信吾 公認会計士・ 

税理士 
麻布トラスト会計事務所 代表 
麻布トラスト税理士法人 代表社員 

 

 

４．結論 
当社といたしましては、本件事案の発生により、当社株主、投資家並びに証券市場、上場取

引所及び関係官庁等に対して、多大なる混乱を招きご迷惑をおかけしてしまいましたことを、

深く反省しております。ここに改めまして、お詫び申し上げます。 
当社では、前述のとおり、この度の本件事案の発生についての外的要因についての調査と対

応を継続しながらも、当社内部における発生原因の究明と問題点の抽出を行った上で、調査委

員会の提言を踏まえた今後の再発防止のための改善措置を講じることで、今後同様の事案の再

発防止に対して厳格に対処するとともに、役員・従業員を含む全社的な社内管理体制の更なる

充実を目指してまいります。 
また、今後の当社における再発防止策の推進並びに社内管理体制の強化に際しまして、新た

な問題点が確認された場合には、速やかに改善措置を講じるものといたします。 
当社といたしましては、引き続き当社が証券市場の一員としての責任を果たし、当社がステ

ークホルダーの皆様をはじめとする証券市場全体から信頼が得られるように、当社の財政基盤

の安定と新たな収益事業の構築に向けた取り組みに対して、全社一丸となって邁進してまいり

ます。 
 

                             以上  
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